
墨田区告示第１６７号 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定によ

り、指定納付受託者を次のとおり指定する。 
 
 令和８年４月１日 
 

墨田区長 山 本   亨     
 
  
１ 指定納付受託者 
  東京都港区南青山五丁目１番２２号 
  株式会社ジェーシービー 
 
２ 指定納付受託者が納付する歳入の種類 
  （１）国民健康保険料及びこれに係る延滞金 

（２）後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金 
  （３）介護保険料及びこれに係る延滞金 
 
３ 指定納付受託者が納付の対象とするもの 
  次に掲げる国際ブランドマークが付されたクレジットカードによる納付 
 （１）ＪＣＢ 

  （２）ＡＭＥＸ 
  （３）Ｄｉｎｅｒｓ 
 
４ 指定する期間 
  令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日ま

で 
 


